
⻑野県SDGs推進企業登録制度について

令和元年12月
⻑ 野 県

資料２
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確かな暮らしが営まれる美しい信州
〜学びと⾃治の⼒で拓く新時代〜

「確かな暮らし」とは
誰もが、明日への希望を持って日々の生活を送ることができ、万一の場合には温かな支援を受けることがで
きるという安心があること

「美しい」とは
・先人によって守り育てられてきた豊かな⾃然や農山村の原風景
・地域に息づく郷⼟への誇りや絆を⼤切にする心
・⼦どもから⼤人まで未来に向かってひた向きに努⼒している姿

しあわせ信州創造プラン2.0 の基本目標

「誰一人取り残さない」というSDGsの基本理念

持続可能な地域・社会

「学びと⾃治の⼒」とは
与えられるだけの受動的な教育ではなく、⾃らを高めるために主体的に学び、これを社会や組
織の中で共有し、各人が協働して地域の課題を解決していこうとする⼒

ゴール17 の基盤となる⼒
経済・社会・環境の三側面の統合的解決へのエンジン

⻑野県総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン2.0」の目標とSDGs
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月 取組内容 月 取組内容
H30.５/25

７/13

９/６

11/2

12/20

地域SDGsコンソーシアムキックオフ会議
・講演「地域中小企業・⾃治体連携によるSDGs

の重要性」（慶應義塾⼤学蟹江憲史教授）、意⾒交換

第１回コンソーシアム
・コンソーシアムの目的等の意識共有
・⻑野県総合５か年計画の説明

第２回コンソーシアム
・先進事例研究
（㈱⼤川印刷 代表取締役 ⼤川哲郎様、JETRO様）
・最新のSDGs関連の動向(慶應義塾⼤学蟹江憲史教授等)

第３回コンソーシアム
・先進事例研究
（セイコーエプソン㈱様、MS＆ADインターリスク総研㈱様）
・SDGs推進に向けた新たな仕組み検討

第４回コンソーシアム
・SDGs推進に向けた新たな仕組み検討

H31.２/４

２/８

3/15

４/26

R1.7/17

第５回コンソーシアム
・SDGs推進に向けた新たな仕組み決定
（SDGs推進のための企業登録制度）

県内企業を対象としたワークショップ
（登録制度を活⽤し、企業の取組とSDGsの関連

付け など 42社参加）

「中小企業・⾃治体等連携によるSDGsの可能
性」シンポジウム2019（関東経済産業局主催）

（東京）

⻑野県SDGsシンポジウム（⻑野市）
（G20関係閣僚会合関連事業）
登録制度創設／登録マーク発表

第６回コンソーシアム
・登録制度の申請・登録状況
・第１期登録企業へのアンケート結果

【コンソーシアム参画メンバー】（14者･団体）
慶應義塾⼤学蟹江憲史教授、㈱クレアン、⻑野県経営者協会、
⻑野県中小企業団体中央会、⻑野県商⼯会議所連合会、
⻑野県商⼯会連合会、⼋⼗⼆銀⾏、⻑野銀⾏、⻑野県信⽤組合、
⻑野県信⽤⾦庫協会、⻑野県⽴⼤学ｿｰｼｬﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出ｾﾝﾀｰ、
JETRO⻑野、関東経済産業局、⻑野県

⻑野県と関東経済産業局の連携による地域SDGsコンソーシアムの取組

【コンソーシアム オブザーバー】
三井住友海上火災保険㈱
セイコーエプソン㈱
(公財)地球環境戦略研究機関
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制度創設の背景
➢背景
■国際的なESG投資の拡⼤や非財務情報公開の義務化など、企業の社会的

意義や社会との共生に対して、地域企業が取り組む必要性が増⼤
→ 経営戦略へのSDGsの反映（＝SDGs経営）が問われている

■世界共通の理念であるSDGsは「共通言語」として、今後の世界市場で
国際競争⼒を維持・強化を図っていく上で必須のツール

→ ビジネス視点でのSDGsの活用が必要ではないか

環境・社会・経済の３側面を踏まえたSDGsが企業の経営戦略として有効

＜参考＞企業等におけるSDGsの活用
①企業等のブランディング・イメージ向上
②人材確保・育成、従業員のモチベーションアップ
③経営リスク管理
④ステークホルダー（⾦融機関、投資家など）との連携
⑤販路拡⼤
⑥社会課題解決起点の新商品・サービスの開発
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制度創設にあたっての課題（SDGs認知度等）

� ⻑野県内中小企業のSDGsの認知度 約13％（H30.10月 関東経済産業局調査）

（関東圏中小企業の認知度 約16%）

《県内企業や有識者の声》
� SDGsに取り組む課題として、「何から取り組めばいいのか分からない」とい

う声が多数を占める。

� 既にSDGsに貢献する企業活動を⾏っているにもかかわらず、⾃社の取組と
SDGsとの関係に気づいていない中小企業が多くある。

� 投資家等からSDGsの取組状況を聞かれること、海外取引などでSDGsの対応
を求められることがある。

� ⼤学生など若い世代は確実にSDGsを意識している。商品の選択のみならず、
就職先としてもSDGsに取り組む企業は優位性を有する。
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登録制度のねらい
「そもそも、SDGsの認知度が低い・・・」

「何から取り組めば良いか分からない・・・」

「自社活動とSDGsの関連に気付いていない・・・」ことを踏まえて、

➢ねらい
☞⾃社の企業活動等を整理して、SDGsとひも付けることで

「気付き」（SDGsの⾒える化）を促進
☞「気付き」を、「具体的なアクション」（SDGsを意識した取組）につな

げ、実践していくことで、持続可能な経営への転換、企業活動のＰＲ強
化、ビジネスチャンス拡⼤

① 経営方針や「環境・社会・経済」の重点的な取組を目標設定とと
もに宣言（要件１）

② SDGsの17ゴール・169ターゲットとひも付けた42の具体的な項
目ごとに取組を記載（セルフチェック）（要件２）

⻑野県SDGs推進企業登録制度
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SDGs達成に向けた宣言書（要件１）
（様式第２号）

SDGs達成に向けた宣言書（要件１）

令和元年 ６月１０日
住所 ○○市○○町

企業名 株式会社○○
代表者 △△ △△ 印

当社は、SDGsの内容を理解し、SDGs達成に向けた方針及び取組を下記のとおり宣言します。
記

SDGs達成に向けた経営方針等

【記載留意点】
・上記については「SDGs達成に向けた経営方針等」を記載いただくとともに、（様式第３号）「SDGs

達成に向けた具体的な取組」（要件２）に記載いただいた取組を踏まえ、「SDGs達成に向けた重点的
な取組」を記載してください。

・重点的な取組及び指標の進捗状況については、年1回以上進捗管理を⾏い、状況を記載してください。
・指標は、原則として数値目標を記載してください。
・「環境」、「社会」、「経済」の3側面の全てについて重点的な取組を記載してください。なお取組が

複数の分野にまたがる場合は、それぞれの分野に「○」をしてください。

３側面
（主な分
野に○）

SDGs達成に向けた
重点的な取組

2030年に向けた指標 進捗状況

環境
社会
経済

・製造⼯程において
排出されるCO

2

排出量
削減（2019）

・CO
2

排出量の50％削減
（2019 ▲t ⇒ 2030 ●t）

・各部署で年１回CO
2

排出量を
測定、ＨＰで公表
○％削減（2019→2020）

環境
社会
経済

・⼥性管理職⽐率を
引き上げ（2019）

・ ⼥ 性 管 理 職 ⽐ 率 の 20％ 増 加
（2019 ▲%⇒ 2030 ●％）

・部課⻑への登⽤推進、⼥性管
理職⽐率をＨＰで公表
○％（○ﾎﾟｲﾝﾄＵＰ）に引上げ
（2019→2020）

環境
社会
経済

・地元の木材を活⽤
した新商品開発
（2019）

・ 地 元 木 材 活 ⽤ の 商 品 数 増 加
（2019 ▲商品⇒ 2030 ●商品）

・「△△」、「□□」など○件
の新商品を開発
（2019→2020）

弊社の経営理念である「すべての人々が幸せを感じられる社会の実現」は、SDGsの達成と目的を同じ
くするものであり、社員一人ひとりがそのことを⾃覚し、それぞれの役割を果たしていくことにより、
SDGsの達成に貢献していきます。

SDGs達成に向けた経営方針等を
記載してください。

・「SDGs達成に向けた具体的な
取組」（要件２）の内容を踏ま
え重点的な取組及び目標を記載
してください。
・「進捗状況」には、「SDGs達
成に向けた重点的な取組」の翌
年の状況を記載してください。

「環境」、「社会」、「経済」
の３側面の全てについて、該当
する取組を記載してください。

記載例
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SDGs達成に向けた具体的な取組（要件２）
記載例
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SDGs達成に向けた具体的な取組（要件２）
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SDGs達成に向けた具体的な取組（要件２）
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登録のポイント
１ 対象者

○⻑野県内に本社⼜は支社等を有し、県内における事業活動を⾏う企業、法人、
団体、個人事業主

２ 登録要件等
（１）登録要件（要件１と要件２の実施・申請）

○SDGs達成に向けた経営方針等と、「環境」、「社会」、「経済」の３側面の
全てについて重点的な取組と目標を宣言してください。（要件１）

○（要件２）を作成後に、（要件１）を作成いただくことを想定しています。
○県が設定した42のチェック項目について、企業活動等に照らして具体的な取

組を記載（セルフチェック）してください。宣言に合わせ取り組む予定の取組
を記載いただくことも可能です。（要件２）

※SDGsは、企業にあっては様々な部署に関わるものですので、全体で取組内容を検討いただくなど、
⼯夫を図って進めていただければと考えています。

（２）要件２の留意点
○「チェック項目」は、「基本」と「チャレンジ」に分かれています。「基本」

の全てに「具体的な取組」を記載いただくことが登録の必須条件となります。
○独⾃に設定した「チェック項目」があれば、積極的に記載してください。
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登録後の対応／制度説明会の開催／スケジュール
１ 登録料

○登録にあたっての登録料などは無料です。

２ 登録後の進捗管理
○毎年１回以上、申請いただいた取組内容を確認いただき、新たな取組の追加・変

更等を含めて県に報告してください。
（県ＨＰ等の掲載内容の追加・変更内容などを最新のものに更新させていただきます。）
○登録は３年の期限を設けた更新制となります。

３ 制度説明会の開催
今年度は12月25日が最終回（これまで８回開催し、約270者が参加）

４ スケジュール
現在 第３期登録の受付中（随時）
１／下旬 （予定） 第３期登録企業の決定・公表（1月10日までの申請分）
登録申請は、随時、受け付けています。
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登録企業のＰＲ①（登録マークの活用）

■⻑野県SDGs推進企業登録制度に登録いただいた企業等は、２種類の
登録マークを、「使⽤ガイドライン」に沿って企業ＰＲ等に使⽤いする
ことができます。

■使⽤にあたっては、「持続可能な開発目標 カラーホイールを含む
SDGsロゴと17のアイコンの使⽤ガイドライン」（国際連合広報局）に
留意してください。
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登録企業のＰＲ①（登録マークの活用）
使用可能な例︓登録マークの使用がＳＤＧｓを推進する企業等であるこ
と及びその企業等が取り組む活動のＰＲを目的としていること
［判断基準］

①登録企業であることをＰＲする目的で使⽤されているか
②活動をＰＲする目的で使⽤されているか

［使⽤方法の例⽰］
〇名刺
〇企業ホームページ
〇企業パンフレット
〇社員証、社員⽤制服・ユニフォーム
〇社⽤⾞
〇各種イベント（看板、パンフレット等） など

［判断基準］
主に商品⾃体のＰＲとなっている

［使⽤方法の例⽰］
×ＪＩＳ，ＪＡＳ、ＦＳＣマーク等のように、商品そのものに一定のお墨付きを与え

るような使⽤方法
×登録マークを付けることで、一定の品質・効能を有しているかのようにうたい、消

費者が困惑する使⽤方法

使用不可のケース︓商用目的での使用に該当するもの
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登録企業のＰＲ②（県ホームページ等によるＰＲ）
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登録企業から寄せられた声

➢自由記載欄の意見（主なものを抜粋）

・登録制度を通して今後、行政との協働などを積極的に行うことでＳＤＧｓの浸透・推進

がさらに加速でき、全国的にも模範となれるような活動をしたい。

・登録作業で、弊社の現状と課題・開発目標が客観視でき、運営面での気付きも多く有意

義だった。一方、ＳＤＧｓの理解により、企業の取組や事業展開に大きな差が出ている現

状があり、引き続き認知度の向上に努力して欲しい。

・社内的にもＳＤＧsの理解は初歩段階です。今後社内での教育を通じて有効的な活動に繋

げていきます。

○登録企業等に実施したアンケート結果から（主なもの）
調査対象162者 回答157者 回答率96.9％
➢取り組んで良かった点

⾃社活動とSDGsとの関わりを整理できた （146者 92.3％）
SDGsについて、社員一人一人の理解が深まった（61者 38.9％）

➢申請にあたり、困った点
SDGsに対する知識が殆どなく、一から理解する必要があった

（61者 38.9％）
要件１、２の記載が難しかった （55者 35.0％）
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第１期登録証交付式の様子

日時︓2019.7.26
会場︓⻑野県庁講堂
登録企業数︓80社(交付式参加者65社）

知事から登録証を手交

バックボードを背に記念撮影

記念撮影
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第２期登録証交付式の様子

日時︓2019.11.13
会場︓⻑野県庁講堂
登録企業数︓82者（交付式参加55者）

知事から登録証を手交

知事メッセ―ジ

記念撮影
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